
竹原市中小企業人材確保支援事業補助金

申請の手引き



１ 事業概要

若手人材が不足する市内中小企業の人材確保に資するため、市内の中小企業が、広

島県外に居住する若年者を対象に行う人材確保の取組に対し、補助金を交付します。

２ 補助対象者

次の要件をすべて満たす事業者が対象となります。

⑴ 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が１０億円未満の法人又は地方公共団体

から補助を受けている法人を除く)ではないこと。

⑵ 資本金１０億円以上の営利を目的とする私企業ではないこと。

⑶ みなし大企業ではないこと。(ただし、前号の法人がいわゆる親会社である場合

はみなし大企業としない)

⑷ 雇用保険の適用事業主であること。

⑸ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこ

と。

⑹ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する法人でないこと。

⑺ 本市に本社又は本店を有する法人であること。

⑻ 本市の市税を滞納していないこと。

３ 補助対象事業

次のいずれかに該当する事業が対象となります。

⑴ 若年就職希望者（注釈）採用のため、市内外で開催される合同企業説明会その他こ

れに準ずる催し等に参加し、求職者への採用活動を行う事業

⑵ 若年就職希望者の採用活動をオンライン上で行う事業及びオンライン上で採用活

動について情報発信を行う事業

⑶ 若年就職希望者の採用に係る求人情報を就職情報サイトへ掲載する事業

⑷ 求人紹介業者の仲介により若年就職希望者の採用を行う事業

⑸ 竹原市内の事業所等が実施する若年就職希望者及び高校生を含む学生を対象とし

たインターンシップを行う事業

（注釈）若年就職希望者…１８歳以上３５歳未満の者で、本市に本社を置く中小企業者への就職又は転職活動

を行っている者（新卒学生も対象とする。）

４ 補助対象経費

別紙のとおり

５ 補助金の額

「４ 補助対象経費」に２分の１を乗じて得た額。上限１０万円となります。

※１ 同一事業者に対する交付額は、同一年度につき１０万円が上限となります。

※２ 予算の範囲内で先着順となります。



６ 申請手続き

⑴ 交付申請

事業実施前に、以下の書類を提出してください。

ア 提出書類

（ア）竹原市中小企業人材確保支援事業補助金交付申請書

（イ）事業計画書（見積書等事業費の根拠となる資料を添付）

（ウ）登記事項証明書（法人の場合）

（エ）事業を営んでいることがわかる書類（青色申告書等）（個人の場合）

（オ）雇用保険法の適用を受けている事業者であることがわかる書類

イ 申請期限

令和８年２月２７日（金）まで（消印有効）

（注）予算の範囲内で先着順となります。

ウ 提出方法

竹原市企画部産業振興課（〒７２５－８６６６ 竹原市中央五丁目６番２８

号）へ直接又は郵送にて提出してください。

⑵ 事業実施

交付申請の受理後、内容が適当であった場合は交付決定通知書を郵送します。交

付決定通知書が届いた後、計画に記載した事業に取り組んでください。

交付決定後、補助対象事業区分の変更や経費に増額（※３）が生じた場合は、変

更申請が必要になります。事業の実施は、変更交付決定通知書が届いた後になりま

す。

なお、実績報告時に必要となるので、事業に係る書類（領収書等）や事業実施時

の写真を保管してください。

※ 別紙補助対象事業区分の変更や事業内容等の見直しにより経費が減額になった

場合で、軽微な変更は除きます。

⑶ 実績報告

ア 事業の完了後、速やかに以下の書類を提出してください。

(ア) 竹原市中小企業人材確保支援事業補助金実績報告書

(イ) 事業実績書

(ウ) 収支計算書及び領収書等事業費の根拠となる支払経費がわかる書類の写し

(エ) 写真等事業実施が分かるもの

イ 補助対象事業実施後に若年就職希望者を採用した日、又は補助対象事業実施後

に年度内の若年就職希望者の採用見送りを決定した日をもって事業の完了日とし

ます。

ウ 令和８年３月３１日（火）までに事業を完了してください。



⑷ 補助金の額の確定及び補助金請求

実績報告書の受理後に内容が適当であった場合は、補助金の額の確定通知書を郵

送します。

通知書を受領後、補助金請求書を提出してください。補助金請求書受領後３０日

以内に指定の口座へ補助金を支払います。なお、書類に不備があった場合等には支

払いが遅れる場合があります。

７ 問い合わせ先

竹原市企画部産業振興課商工観光振興係

電話０８４６－２２－７７４５



別紙

補助対象

事業区分

補助対象

経費の区分
補助対象経費

若年就職希望者採用の

ため、市内外で開催さ

れる合同企業説明会そ

の他これに準ずる催し

等に参加し、求職者へ

の採用活動を行う事業

参加負担金等

合同企業説明会等の主催者に対して支払った費用のうち、

参加負担、会場使用、会場装飾及び備品等資材借入に係る

費用とする。

旅費

合同企業説明会等に派遣した従業員の交通費及び宿泊費と

する。ただし、１参加当たり２人分までとし、それぞれ次

に定めるとおりとする。

⑴ 交通費

事業所所在地から合同企業説明会等の会場までの範囲で、

最も合理的な経路及び方法により移動した場合の公共交通

機関の運賃及び料金とする。ただし、ビジネスクラス及び

グリーン車等特別に付加された料金は対象外とする。

⑵ 宿泊費

参加に伴い宿泊が必要となった場合の宿泊費用（食事代を

含む場合は、当該代金を除く。）とする。

その他 市長が特に必要と認めた経費

若年就職希望者の採用

活動をオンライン上で

行う事業及びオンライ

ン上で採用活動につい

て情報発信を行う事業

利用料等
オンライン面接ツールやＷＥＢ企業説明会サービスの利用

料又は外部委託等に要した費用とする。

委託料等
採用動画や特設ページ等情報発信媒体を作成する場合の外

部委託等に要した費用とする。

その他 市長が特に必要と認めた経費

若年就職希望者の採用

に係る求人情報を就職

情報サイトへ掲載する

事業

掲載料
就職情報サイトの管理運営者等に対して支払った費用のう

ち、求人情報掲載に係る費用とする。

その他 市長が特に必要と認めた経費

求人紹介業者の仲介に

より若年就職希望者の

採用を行う事業

手数料
求人紹介会社の仲介に対して支払った費用のうち、初期手

数料等に係る費用とする。

その他 市長が特に必要と認めた経費

竹原市内の事業所等が

実施する若年就職希望

者及び高校生を含む学

生を対象とし たイン

ターンシップを行う事

業

掲載料
就職情報サイト等の管理運営者等に対して支払った費用の

うち、インターンシップを目的に係る費用とする。

旅費

インターンシップで受け入れる学生等が事業所所在地まで

要した交通費とする。ただし、事業者が学生等の旅費を負

担する場合に限るものとし、補助対象経費は、「２補助対象

事業⑴」の交通費のとおりとする。

その他 市長が特に必要と認めた経費


